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 佐賀県規則第69号 

   身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 身体障害者福祉法施行細則（平成５年佐賀県規則第13号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（居住地等変更届書等） （居住地等変更届書等） 

第11条 略 第11条 略 

  （身体障害者手帳の再交付） 

 第11条の２ 知事は、令第10条第１項に規定する場合のほか、知事

が適当と認める場合に身体障害者手帳の再交付の申請があったと

きは、身体障害者手帳を交付しなければならない。 

 ２ 前項の申請については、令第４条の規定を準用する。 

 （身体障害者手帳再交付申請書等）  （身体障害者手帳再交付申請書等） 

第12条 令第10条第１項の規定による申請は、様式第11号の身体障

害者手帳再交付申請書によらなければならない。 

第12条 令第10条第１項及び前条第１項の規定による申請は、様式

第11号の身体障害者手帳再交付申請書によらなければならない。 

２ 略 ２ 略 

様式第６号（第９条関係） 様式第６号（第９条関係） 

  略   略 

 総括表  総括表 

 略 

明治 

大正 

昭和 

平成 

 略 

 略 
 

 略 

 

 

 

 

 略 

 略 
 

  略   略 

様式第11号（第12条関係） 様式第11号（第12条関係） 

  略   略 

年 月 日生（ ）歳 年 月 日生（ ）歳 
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改正前 改正後 

                   紛失しましたので 

                    破損し使用に堪えませんの 

                    で 

  私は、さきに手帳の交付を受けましたが 障害程度が変更しましたの 

                    で 

 

 

 関係書類を添えて再交付を申請します。 

                   紛失しましたので 

                    破損し使用に堪えませんの 

                    で 

  私は、さきに手帳の交付を受けましたが 障害程度が変更しましたの 

                    で 

                    その他の理由により 

                    （       ） 

 関係書類を添えて再交付を申請します。 

 略 
 

 略 
 

 希望する手帳の形態 

（どちらか一方のみ） 

 

 

 注 略  注 略 

 略 
 

 略 
 

   附 則 

 この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

 

□ 紙型  □ カード型 


